
 

     ２０2４年度 

School life 
 

丸 岡 中 学 校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       年   組 氏 名                         

 



 

 

 

 

 

本 校 の 校 訓 

 

 

〔礼儀〕 

 

 すべての人を尊敬し、礼儀正しくする 

 

〔責任〕 

 

 正義と勤労を尊び、責任と協同を重んじる 

 

〔自主〕 

 

 自ら課題を見つけ、自ら考え、判断し、行動する 

 

〔練磨〕 

 

 心身を鍛え、どんな困難にも負けない強い心と体をつくる 
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丸岡中学校生徒心得 

 

１ 生活時間について 

        校時表        （分間） 

生徒登校  ７：５０～ ８：０５ 

 朝学活    ８：１０～ ８：２０ (10) 

 １ 限    ８：３０～ ９：２０ (50) 

 ２ 限    ９：３０～１０：２０ (50) 

 ３ 限  １０：３０～１１：２０ (50) 

 ４ 限  １１：３０～１２：２０ (50) 

 給 食  １２：２０～１３：００ (40) 

        (合掌 １２：３５) 

 昼休み  １３：００～１３：２０ (20) 

 ５ 限  １３：２５～１４：１５ (50) 

 ６ 限  １４：２５～１５：１５ (50) 

 

（水曜）   完全下校 １５：０５ 

（月火木金曜）完全下校 １７：４５ 

 

 

 

 

 

 水曜（５限で終了） 

 清 掃  １４：２０～１４：３５ (15) 

帰学活  １４：４０～１４：５０ 

 完全下校 １５：０５ 

 

 

 

 

 

 火・木曜（清掃なし） 

帰学活   １５：２５～１５：３５ (10) 

 （部活動 １５：５０～１７：３０） 

 完全下校 １７：４５ 

 

 

 

 

 

 

 月・金曜（清掃あり） 

 清 掃   １５：２０～１５：３５ (15) 

帰学活   １５：４０～１５：５０ (10) 

（部活動  １６：０５～１７：３０） 

 完全下校 １７：４５ 

○ 時間に余裕もって、安全に登校する。欠席や遅刻をする場合は、８：０５までに保護者の 

方に連絡してもらう。 

○ 授業の間の時間は、次の授業の準備・移動の時間に使う。 

○ 昼休みは、利用場所のルールを守って活動する。 

 

２ 服装・身なりについて 

 私たちの住む社会では、Ｔ．Ｐ．Ｏ（時間、場所、場合）に応じた服装や身なりをし、

機能的に、また、互いに気持ちのよい生活ができるように心がけています。学校生活でも

よりよい人間関係を築きながら、誰もが学習に集中でき、のびのびと生活ができるような

環境が必要です。 

心地よい居場所になるようにしましょう。 

（１）冬服・夏服の期間 

   冬服着用  １０月１日～５月３１日   

   夏服着用   ６月１日～９月３０日  切り替え時には移行期間を設ける。 
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（２）制服 

冬 服 

  ○『標準型学生服』マーク入り学生服。（ボタンは学校指定のもの） 

      （レギュラーカラー(プラスチック)、トリムカラー襟 両方可） 

〇 胸当てつきで襟口および袖口に白線３本が付いた紺色のセーラー服。 

  （ネクタイは、銀ネズミ色） 

 

  ○『標準型学生服』マーク入り学生スラックス。（ベルトを着用する。） 

  〇 膝丈（膝の皿がかくれる程度）の紺のスカート。 

  〇 標準的な紺のスラックス。 

 

   夏 服 

  ○ 白色カッターシャツ、白色開襟シャツ、白色ポロシャツ。 

〇 胸当てつきで襟口および袖口に白線３本が付いた白色のセーラー服。 

  （ネクタイは、銀ネズミ色） 

 

○『標準型学生服』マーク入り学生スラックス。（ベルトを着用する。） 

  〇 膝丈（膝の皿がかくれる程度）の紺のスカート。 

  〇 標準的な紺のスラックス。 

 

（３）制服の下に身に着けるもの 

   冬 服 

    ○  (学生服の下)   白色カッターシャツ、白色開襟シャツ、白色ポロシャツ。 

    (セーラー服の下) Ｔシャツ、タンクトップまたは白色カッターシャツ、白色開襟 

シャツ、白色ポロシャツ。 

            ※Ｔシャツ、タンクトップ等は、白、黒、紺、灰、茶色系の単色、 

             無地のもの。 

    ○ 寒い場合は制服の下に着るカッターシャツ等の上に、セーター等を着用してよい。 

    色は白、黒、紺、灰、茶色系の単色、無地のものを使用する。制服からはみ出ない 

ように気をつける。（フ－ド付きのものは着用しない。） 

 

   夏 服 

  ○ 肌着を必ず着用する。Ｔシャツ、タンクトップ等を肌着としてもよい。 

Ｔシャツ、タンクトップ等は、白、黒、紺、灰、茶色系の単色、無地のものを使用 

する。 
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（４）靴下 

  ○ 白、黒、紺、灰色等のソックスとする。 

  ○ 寒い場合ストッキング、タイツを積極的に着用する。（スカート着用時） 

（体育時には安全面に気をつけ、ソックスをはくようにする。） 

 

（５）履き物 

  ○ 内外シューズは本校指定のものを使用する。油性ペンなど、水で消えないもので 

    下図のように、つま先とかかとにはっきりと名前を書く。 

 

 

 

 

 

 

  ○ 登下校の履き物は通学に適したスニーカーやローファー等を使用する。 

  ○ 悪天候時は、長靴やレインブーツ、スノートレーニングシューズ、ブーツ等を積 

    極的に使用する。 

 気をつけること（生徒会申し合わせ） 

 ○登校用の履き物の色は、時と場所、場合にふさわしいものを選ぶ。 

 

（６）名札 

    ○  校舎内では、名札を左胸ポケットの位置に付ける。 

    （防犯のため、登下校中は外すことを心がける。） 

 

（７）コートなどその他 

    ○  制服の上に着る防寒着は安全に登下校でき、十分に雨風や寒さがしのげるもの。 

（撥水素材や反射素材を使用しているものなどを推奨する。） 

    ○ 冬季は防寒のために、登下校時に帽子、マフラー、手袋、ネックウォーマーを使用 

してよい。 

  ○ 雨天時、自転車通学をする場合は、明るい色のレインコート、雨カッパを着用する。 

 

（８）頭髪 

  ○ 学校生活に合った清潔な髪型を心がける。 

    ・極端な髪型はしない。 

    ・パーマ、染め、脱色などはしない。（特別な事情がある場合は要相談。） 

    ・前髪は、衛生面と視力低下防止を考慮し、目にかからないようにする。 

    ・後ろ髪が長い場合は結ぶ。（カラーゴムの色は、黒、紺、茶色系の単色が望ましい。） 

   ・眉を極端に細くしたり、短くしたり、薄く剃ったりしない。 
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 気をつけること（生徒会申し合わせ） 

○ツーブロック：段差をつけすぎないようにして、極端な髪型にならないようにする。 

 ○お団子：結んだ髪を束ねる程度とする。（手洗い場の混雑や結び直しの時間をなくす 

ため）ヘルメットをかぶるときに邪魔になったり、運動したときにくずれ 

たりしないように工夫する。 

 

  ３ 持ち物について 

  学校では授業や特別活動、部活動などさまざまな活動を行います。毎日の活動に支障 

 のないよう、必要な物を準備すること。自分の持ち物には「学年、組、名前」を明記し 

 大切に扱う。また、学校生活に不要な物は持ってこない。 

（１）カバン  

  ○ カバンは両肩にかつぐことができるものとし、次の点に注意する。 

      ◇大きさ 教科書や準備物、体操服等を収納でき、一つにまとめることができる。 

    ◇色   黒、紺、茶、灰色を推奨する。 

      ◇安全性 両手が自由に使え、安全確保がしやすいもの。 

    ◇その他 自分の体格、価格、耐久性、防水性を考慮して選択する。 

        （例 雨にあたると中身がぬれる布製のカバンは避ける） 

  

               

 

              

 

        スリーウェイバック             リュックサック 

    ○ 部活動の練習着などがカバンに入りきらない場合は、サブバックに入れる。 

・サブバックに紙袋やビニール袋などは使用しない。 

・他人の荷物と見分けが付くように、カバンやサブバッグにはこぶし大の大きさまで 

のキーホルダーを１つ付けてもよい。（Ｒ５年度２学期より 生徒会申し合わせ） 

 

（２）身分証 

    ○ 身分証は必要に応じて提示できるように携帯する。 

 

（３）その他 

    ○ 水分を持ってくる場合は、水筒またはペットボトルに入れてくる。中身は水やお茶、 

スポーツ飲料とする。（登下校中や学校生活中にペットボトル等を購入しない。 

 ペットボトルのごみは必ず持ち帰る。） 

  ○ 原則、携帯電話やスマートフォンの学校への持ち込みは許可しない。 
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   ※ 家庭でルールを作りましょう。（使用する時間、使う場所、利用する場面） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 丸中ＳＮＳルール 生徒会を中心につくった丸中のルールです。 

●時間と健康を守ろう 

①２３時以降は使用しないようにしよう。 

②１時間に１回は休憩を取るようにしよう。 

③就寝の際は、電源をオフにしよう。 

●友情を守ろう 

 ④友だちとの連絡（通信）は早めに済ませるようにしよう。 

⑤相手のことを考え、送信前には必ず読み返すようにしよう。 

⑥表情や態度が伝わるように、直接会話を大切にしよう。 

●プライバシーを守ろう 

⑦氏名や住所、写真や動画などの個人情報は載せないようにしよう。 

⑧知らない人への返信はしないようにしよう。 

⑨困ったら、大人にすぐ相談しよう。 
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４ 通学について 

  ○ 登下校時は交通ルールを守り、定められた通学路を通る。 

    ○ 見通しが悪い道や人通りが少ない道をさけ、できるだけ複数で安全に気を付け 

て登下校する。 

  ○ 自転車通学は届け出制とし、自転車通学のきまりを守る。 

ただし、竹田地区の生徒はスクールバスを利用する。 

 

自転車通学のきまり 

    ○ 「丸中自転車４原則」を守る。 

  ①ヘルメットをきちんとかぶる    ②道路の左側を通行する 

③並進せず１列で通行する      ④一旦停止を必ず行う 

  ○ 自転車保険等に加入する。（県条例により加入義務があります） 

  ○ 自転車は防犯登録を行い、車体（自転車）の規定に合う安全な自転車を使用する｡ 

    ○ 安全規格に合格したヘルメットを正しく着用する｡ 

  ○ 自転車には、丸岡中学校自転車登録ステッカーを貼り付ける。 

    ※自転車を買い換えた場合は、再度、手続きをする。（届け出、ステッカー貼付） 

  ○ 積雪、凍結のおそれがある場合は自転車通学を規制する。 

車体（自転車）の規定 

①サドル    またいだ時に片足が完全に地面につく高さであること。 

②ハンドル     ハンドルグリップの高さはサドルの高さより高いこと。 

③ブレーキ､ベル 常に確実に作動する状態であること。 

④反射板      ペダル、および後方に向けて反射板が付いていること。 

⑤ライト      ＬＥＤライトを取り付けること。 

         （後には自動点滅のライトを取り付けることが望ましい） 

・マウンテンバイクのようにライトや泥よけなどの装備がないもの、電動自転車の 

 ように整備管理に特別の配慮が必要なものは使用しない。 

○ 以下の地区は坂井市のスクールバスを利用して通学することができる。 

(通年)里竹田、玄女、宇田、堀水、乗兼、坪江、川上、山久保、女形谷、 

   曽谷、岡、山口、山竹田 

 ※波線部の地区は、利用希望が少ない場合は運行しない場合がある 

(冬期間１２月～２月のみ) 

  通年の地区、千田、赤坂、田屋、畑中、上長畝、下長畝、舟寄５区、長崎新 

  ○ 自家用車による送迎 

   ※登下校の時間帯は、通勤時間とも重なり、道路に混雑を招くため、学校周辺道路で 

の乗車（停車）を避け、学校から離れた安全な場所で乗降（停車）する。 

   ※ケガや荒天など徒歩や自転車での通学ができず、自家用車を送迎に使用するときは 

児童および生徒の安全確保のため、以下のことに理解と協力を願います。 
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（学校周辺の車両の通行について） 

・ 高椋小学校グラウンドと中学校の間の道路（本校の敷地箇所）は、今福体育館側か

ら東向きの一方通行で徐行してください。また、辻󠄀ストア前交差点は左折するよ

うご協力ください。 

・ 乗降（停車）は、高椋小学校グラウンド横（左寄せ１列）でお願いします。 

・ 登下校の時間帯は、学校周辺道路での乗降を避け、学校から離れた安全な場所で

乗降してください。 

・ 下図の×印の道路や個人宅前、私有地等での乗降は、危険およびご迷惑となるた

め、乗降をご遠慮いただくなど、十分ご配慮願います。 

・ スクールバスや生徒との接触事故を避けるため、学校敷地内への車の乗り入れ 

は、原則禁止としますので、その旨ご理解願います。 
 

        私有地です。ご遠慮ください。      私有地です。ご遠慮ください。 
        交差点にも近く大変危険です。 

 

  

 

 

  ✕ 

 ✕ 

 ✕ 

 ✕ 

 ✕ 

  

 

 

 

 

   

 ×××× 

ローソン 

×××× 
辻ｽﾄｱ 

××× 

 

×× 

×××      ×××××××××××××××××××××× 

                            

××××××    ×××××××××××××××××× 

  

 

理髪店  

 

 

 

 

× 

× 

× 

 ×××××   正門 

 ××××× 

       ＊乗り入れはご遠慮願います。 

     

 個人宅前です。   

 ご遠慮ください。 

丸岡中学校 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プール 

高椋小 

グラウンド 

 

 

 

××××××        ×××××××××××××××××× 

 

××××××   ×××××××××××   ××××× 

 ×××× 

今福体育館 

 

 

 

 

 

  

 テニスコート 

  郵便局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

              車両（自家用車）は一方通行    

    ×××× 乗降が危険、または、乗降をご遠慮いただきたい箇所   
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５ 生活について 

 学校では、たくさんの人々が一緒に生活している。みんなが安心して気持ちよく過ごす

ことができるように、互いに思いやりの気持ちをもち、安全に気を付けながら、よりよい

生活になるよう心がけること。 

（１）欠席・遅刻・早退の場合 

  ○ 欠席、遅刻、早退をする場合は、保護者が７：５５までに学校に連絡する。 

   ※電話の混雑を避けるため欠席連絡システムの利用を推奨する。 

 

（２）忘れ物をしたとき 

  ○ 提出物や学習に必要な物を忘れたときは、あらかじめ担当の先生に申し出る。 

 

（３）保健室の利用について 

  ○ 体調が悪くなったり、ケガをしたりした場合には保健室を利用する。 

   ◇授業中に、体調が悪くなり来室する場合                              

 

  

 

 本人申し出  

 

 

 

 教科担任確認 

 

 

 

 

保健委員が付き

添って保健室へ 

 

          

          

          

 教科担任が 

 異常を発見 

                                                                               

 

 退室後、連絡票を担任 

 または教科担任へ提出 

 

 

 手当ておよび 

 連絡票の記入 

          

          

 

      ※ 休息や手当てが必要な場合は、保健委員が戻り教科担任に報告する。     

      ※ 保健委員が病人または欠席の場合は、級長が付き添う。                 

 

     ◇休み時間に、体調が悪くなり来室する場合 

       

      

 利用者が直接 

 保健室に来室 

 

 

養護教諭が教科担

任に内線等で連絡 

                          

                          

 手当ておよび 

連絡票の記入 

  

   

       

 

 

次時の教科担任に本

人が連絡 

 

 

 

 

 

 保健室へ来室 

 

 

 

                          

                          

                          

保健委員や級長等に 

ことづける 

 

 

 退室後、連絡票を教科

 担任（担任）へ提出 
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     ※ 体調が悪化したり突発的な傷病の場合は、健康を第一に優先し、すぐに保健室に 

出向き、養護教諭から教科担任に連絡してもらう。 

     ※ 本人に余裕がある場合は、理由があって授業を受けられないことを、あらかじめ 

教科担任に申し出ることが望ましい。 

※ 保健室での休養は原則 1 時間までとし、具合が良くならない場合には保護者に連 

絡し帰宅する。 

 

（４）相談室の利用について 

   ○ 学校生活を送る上で、気がかりなことがあったり、悩んだりしたときは、相談室を     

利用することも可能。不安や悩みを早く解決し、中学校生活を充実させること。 

  ○ 相談相手 

      ◇スクールカウンセラー 

相談の専門家で、学校の先生ではない。定期的に来校する。 

◇相談係の先生 

        学年ごとに相談係の先生がいて、いつでも相談に応じてもらえる。 

      ◇担任の先生、教科の先生、部活顧問の先生、話したい先生など 

    ○ 利用の仕方 

      ・相談があるときには遠慮なく、相談したい先生に申し出る。 

      ・スクールカウンセラーに相談したいときは、担任の先生か相談係の先生に申し出て 

    スケジュールの調整をしてもらう。 

 

（５）校外生活について 

  〇 外出時は、行き先、友人名、帰宅時間を家族に伝える。事故やトラブルに遭わない 

    ために日没までには帰宅する。 

   〇 外出時は、トラブルに巻き込まれないためにも、必要以上の金銭を持ち歩かず、服 

    装にも気を配ること。また、交通ルールやマナーを守ること。 

〇 夜間に外出したり、友人宅に泊まったりしないこと。 

〇 見知らぬ人の誘い（車に乗ったり、ネット上で知り合った人に会ったりする）には 

    絶対にのらない。また、危険を感じたら大声を出したり、助けを求めたりすること。 

〇  ボウリング場・カラオケボックスは保護者同伴での出入りとすること。 

〇  ゲームセンターなど、犯罪に巻き込まれるような危険性がある場所のは、は保護者 

  同伴であっても出入りしない。 

〇 インターネットやメール、ブログやプロフ、ＬＩＮＥ等は「丸中ＳＮＳルール」や 

マナーを守って利用すること。他人の悪口や個人情報，画像等は送信しない。出会 

い系サイトの利用はしないこと。 

〇  モデルガン、エアガン、ナイフ等の危険な玩具等の所持や遊びをしないこと。 

〇  友人間の金銭の貸し借り、物品の売買はしないこと。 
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部活動について 

  

１ 活動時間 

平日は、帰り学活終了１５分後から活動を開始する。（活動は２時間以内） 

 水曜（清掃あり）    １５：０５完全下校（委員会のある日は１５：４５） 

 火・木曜（清掃なし）  １５：５０～１７：３０  （１７：４５完全下校） 

 月・金曜（清掃あり）  １６：０５～１７：３０  （１７：４５完全下校） 

休日や長期休業中も含め 活動は指導者の監督のもとに行う。 

 

２ 服装 

〇 体操服または、部活動毎に決められたトレーニング服で活動する。 

〇 活動後、制服または部活動ごとに許可された服装で下校する。 

〇 休日や長期休業中に部活動で登校するときは制服や体操服、または部活動で決 

められた服装とする。 

 

３ 新入生の入部 

１年生の入部については、４月にオリエンテーションを行い、見学期間を経て希望調査

を実施した上で決定する。 

※令和４年度より、柔道部は部員の募集を停止しています。（小学校での経験者を除く） 

 

４ 転部、退部について 

  転部、退部する場合は、保護者、部顧問、担任とよく相談した上で決定し、「転 

  部・退部届」を提出する。 

 

５ 練習試合、大会参加 

〇 弁当、水筒が必要な場合は家から持参する。 

〇 現金、菓子類、ジュース類、その他不要なものは持ってこない。 

〇 マナーや礼儀をわきまえて行動する。 

 

６ その他 

    〇 休日や長期休業中の部活動の登下校については、平日のきまりと同様とする。 

〇 欠席する場合は、「C4th Home＆School」などを利用して保護者が連絡することし、 

無断で休まないようにする。 

〇 活動に使用する用具及び貴重品は部活動毎に管理する。 

〇 部室の整理整頓に心がける。 

〇 昼食が必要な場合は弁当を準備すること。家庭の都合で作れない場合は、前日 

または登校するまでに購入し、途中で校舎外に買いに出ない。 

〇 部活動の用具、くつ、カバン、服等の生徒同士の売買は絶対にしない。 



 

 

 

 

 

 

 

丸岡中学校生徒会規約 

 

附    則 

 

生徒会組織票 
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丸岡中学校生徒会規約 

 

第１章 総 則 

第１条 本会は丸岡中学校生徒会と称する。 

第２条 本会は丸岡中学校生徒全員をもって会員とする。 

第３条 本会は丸岡中学校の教育目標を民主的自主的に達成し、校風の樹立に努

力することを目的とする。 

第４条 本会は第３条の目的を達成するために、第６条に規定する機関を置き活

動を行なう。 

第５条 本会の権利の範囲および義務は下記の通りである。 

１．本会の規約変更と役員の就任は、学校長の認証を得なければならない。 

２．本会は学校から提出された問題は必ず討議しなければならない。 

３．本会は学校長が命じた生徒会指導主任、委員会顧問教師の指導を受ける。 

４．本会の決議事項は、生徒会指導主任、各委員会顧問教師を通じて学校長の

承認があった場合効力を発し、活動を行なったならば同じ手続きで学校長に

報告しなければならない。 

 

第 2章 組 織 

 

第 1節 機 関 

第６条 本会には次の機関を置く。 

  (1)学級会 (2)各委員会 (3)生徒総会 (4)代議員会 (5)執行部会  

  (6)執行委員会 (7)生徒集会 (8)その他 

第２節 学 級 会 

第７条 学級はそれぞれ何年何組と呼ぶ。 

第８条 学級会は生徒会の基礎であって学級の生徒全員で構成する。 

第９条 各学級には次の役員と委員を置く。 
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１．学級役員 

級長２名（男女各１名）、書記 

２．委員（各委員、男女各１名） 

風紀２名、図書２名、美化２名、保健２名、体育２名、給食２名 

文化・福祉２名 

３．代議員 

各学級の級長が兼ねることを原則とする。 

第 10 条 学級の級長は、学級会の中心となり、学級活動については全部の責任を

持つ。 

第 11 条 書記は学級活動の推進にあたり、記録その他事務的仕事の一切を行う。 

第 12 条 学級から選出された各委員は、生徒会委員会の中心となる。 

第 13 条 学級の役員、委員の任期は、前期（４月から 10 月まで）と後期（10 

月から３月まで）に分ける。 

第 14 条 学級会は次のことがらを行い、生徒会発展のもととする。 

１．学級のいろいろな活動と計画の協議と実践。 

２．代議員会に出す議題を決める。 

３．生徒会で決まったことがらを実行し反省する。 

第 15 条 学級会は必要に応じ開くことができる。ただし学級担任の出席を求め 

なければならない。 

 

第３節 委 員 会 

第 16 条 本会には次の７委員会を置く。それぞれの委員会は常に生徒会活動の

中心となり、本会の発展に努力しなければならない。 

１．風紀  ２．図書  ３．美化  ４．保健  ５．体育 

６．給食  ７．文化福祉 

第 17 条 各委員会は各学級男女各１名の委員をもって構成し、委員長１名、 

副委員長１名を選び、主に次にあげる事項を自主的に行う。 

１．風紀 校内風紀改善・交通安全に関することがら。校内巡視、秩序の維持。 

２．図書 図書館の管理運営に関することがら。 



13 

 

３．美化 清掃美化に関することがら。 

４．保健 毎日の健康観察、窓の開閉、その他、保健に関することがら。 

５．体育 体育館使用の管理、ボール貸し出し管理、その他、体育行事に関す

ることがら。 

６．給食 給食活動に関することがら。食生活に関する啓発。 

７．文化福祉 文化活動・福祉・ボランティア活動に関することがら。 

  校内掲示板、教室掲示に関する企画、会誌の発行、各種募金な 

ど支援活動。 

第 18 条 原則として、月１回の放課後、一斉専門委員会を開き、学校生活向上の

ために任務を遂行する。 

また，必要に応じて委員会を開催することができる。 

 

第４節 生徒総会 

第 19 条 生徒総会は全会員で構成する最高の決議機関であり、次のことがらを

行う。                     

１．規約改正  ２．役員選挙  ３．経過報告   

４．予算案審議、決算の承認  ５．その他重要な事項の決議 

第 20 条 生徒総会は、４月、10 月、３月の年３回開く。ただし、会員の３分の

１以上の要求があり執行委員会が必要と認めたとき、および学校側から要求が

あったときは臨時総会を開かねばならない。生徒総会のときは２名の議長団を

選出する。 

 

第５節 代議員会 

第 21 条 代議員会は、各学級から選出された代議員で構成する生徒総会の代行

機関で、規約改正、役員改選、学校生活改善のための協議，活動，執行委員会

への提案，週目標の設定などを行う。 

また，各学年の中枢機関として，学校生活向上のための諸活動を行う。 

第 22 条 定例代議員会は原則月１回開く。ただし、必要ある場合は生徒会主任の

許可を受けて開くことができる。代議員会は互選で２名の議長団をつくり、そ
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の任期は半年とする。 

 

第６節 執行部会 

第 23 条 執行部会は、全会員から選出された会長、副会長、総務の役員をもって

構成する。ただし、特に必要と認めるときは、それぞれの役職の補佐役を会長

が任命する。 

第 24 条 執行部会は、次の任務を行う。 

１．執行委員会の召集。 

２．執行委員会に提出する議題の設定。 

３．執行委員会から委託された仕事の執行。 

４．その他、生徒会全般の運営指導。 

第 25 条 執行部は、任務遂行のため必要なときに開く。 

 

第７節 執行委員会 

第 26 条 執行委員会は生徒会役員で構成する。 

第 27 条 執行委員会は次の任務を行う。 

１．生徒総会、代議員会、生徒集会の召集。 

２．生徒総会、代議員会で決議されたことがらの執行。 

３．代議員会に提出する議題の決議。 

４．各学級，各委員会への活動要請。 

５．その他生徒会関係の仕事の執行。 

 

第８節 生徒集会 

第 28 条 生徒集会は、会員相互の親しさを増すために次のことがらを行う。 

１．講話 講演会 ２．卒業生を送る会 ３．その他いろいろな生徒会活動 

第 29 条 各生徒集会は、それぞれの関係機関から提出された計画を執行委員会

で協議し、関係ある部門の長が行う。 
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第３章 会  議 

第 30 条 本会の会議は、構成員の３分の２以上の出席がなければ、議事を開き決

議することができない。議事は出席構成員の過半数でこれを決し、可否同数の

ときは議長の決するところによる。 

第 31 条 本会の会議の進行については、別にこれを定める。 

第 32 条 各会議はあらかじめ学校側に連絡し、場所、議題等の必要事項を明示

し、授業、および学校行事にさしつかえない場合に行うことを原則とする。 

第 33 条 本会の会議には、本校の教師は誰でも出席して意見を述べることがで

きる。 

第 34 条 本会の会議は公開とする。ただし、必要なときは顧問教師の許可を受け

て非公開にすることができる。会議の進行を妨げる言葉や動作があったときは、

議長が退場させることができる。 

第 35 条 本会の帳簿は常に生徒会室の決められた場所に置き、いつでも会員は

見ることができる。 

 

第４章 役員と選挙 

 

第１節 役   員 

第 36 条 本会には次の役員を置く。 

１．生徒会長１名  ２．副会長２名  ３．総務５名 

４．代議員長、代議副員長  ５．各委員会委員長、副委員長 

第 37 条 役員の任務は次の通りである。 

１．会 長 本会を代表し、決議事項実施の責任を持ち、全生徒会活動の指導

監督、その他の会務を統轄する。 

２．副会長 会長を補佐し、会長不在のときは代理する。 

３．総 務 生徒会活動の推進にあたり、記録、帳簿の保管、その他事務的仕

事の一切を行う。 

４．代議員長 代議員会で協議された議案の提出。執行委員会で決議されたこ
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とがらの執行。 

５．各委員会の委員長はそれぞれの任務を遂行する最高責任者である。 

副委員長は委員長を助け記録をする。 

第 38 条 役員中の会長、副会長、総務は、立候補制により全校生徒によって選

ぶ。ただし、総務 2 名は必ず下級学年より選ぶものとする。各委員会の委員長

および副委員長は、生徒会長が任命し、学校長が認証する。 

第 39 条 役員の任期は半年とし、３月、10 月に改選する。再選を妨げない。 

第 40 条 役員に欠員ができたときは、第 38 条を用いて補う。補われた役員の任

期は残りの期間とする。 

第 41 条 生徒会役員の選挙管理は、選挙管理委員会が行う。細則は別に定める。 

第 42 条 本会の役員は、会員の３分の１以上が適当でないと認めて、選挙管理委

員会に署名した名簿を提出し、当委員会が真相を調査し、生徒総会で３分の２

以上の賛成があれば解職される。ただし、学校長の許可を必要とする。なお、

この請求は任務について２ケ月を経過した後でなければならない。 

第 43 条 本会の役員で第３条の目的に反した行いがあって、学校長が適当でな

いと認めたときはその任務を解かれる。 

 

第５章 会   計 

第 44 条 本会の経費は、月額 50 円の会費、およびその他の収入をもって当てる。 

第 45 条 本会の予算は、それぞれの機関が年度初めに計画を立てて執行委員会

に提出する。当委員会はこれを査定し予算案を決め、生徒総会に提出してその

審議を受け、議決を経なければならない。 

第 46 条 本会の会計監査は、生徒会会長委嘱の代表議員２名で行う。 

第 47 条 本会の会計についての帳簿は、会員や学校側の求めがあったときはい

つでも見せなければならない。 
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第６章 改正、その他 

第 48 条 本規約の改正は、生徒総会の総員の３分の２以上の賛成で決議しなけれ

ばならない。 

第 49 条 学校側から規約改正の求めがあったときは、執行委員会でその説明を

受け、次期生徒総会に報告し、決議する。 

第 50 条 本会の会員、および先生方への慶弔規定を別に定める。 

第 51 条 本会の年度は４月１日から翌年３月末日までとする。 

第 52 条 本規約は平成 22 年４月１日から実施する。 

 

 

昭和 36 年 4 月 1 日 制   定 

昭和 44 年 10 月 6 日 第１回改正 

昭和 48 年 4 月 26 日 第２回改正 

昭和 51 年 3 月 15 日 第３回改正 

昭和 54 年 5 月 11 日 第４回改正 

平成 元年 4 月  1 日  第５回改正 

平成  4 年 4 月  1 日 第６回改正 

平成 12 年 4 月  1 日 第７回改正 

平成 14 年 4 月  1 日 第８回改正 

平成 15 年 4 月  1 日 第９回改正 

平成 19 年 4 月 1 日 第 10 回改正 

平成 21 年 4 月 1 日 第 11 回改正 

平成 22 年 4 月 1 日 第 12 回改正 
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附    則 

 

附則１ 生徒会役員選挙細則 

第１条 この細則は生徒会規約第 41条により、この会の選挙について定める｡ 

第２条 生徒会役員の選挙に開しては、選挙管理委員会を設け選挙事務管理

にあたる。 

第３条 選挙管理委員会は、代議員会において選出し、委員の互選により委員

長、副委員長を決定する。 

第４条 生徒会役員は、この会員の総選挙により決定する。 

第５条 立候補は、この会員である限りどんな制限も受けない。 

第６条 立候補は、他選自選のいずれでもよい。ただし、他選の場合は当人の

承諾を必要する。 

第７条 役員選挙は、選挙１０日前に告示し、立候補者は、選挙３日前まで

に、氏名、学級名、立候補の役職、選挙責任者名を選挙管理委員長に提出す

る。 

第８条 投票は、立候補者が定数と同数の場合は無投票当選とする。 

第９条 選挙管理委員会の仕事は次の通りである。 

１．立候補の受付。 

２．選挙公報作成、および掲示、配布。 

３．違反行為の監視。 

４．選挙に開する事務的処理の一切。 

５．その他必要な事項。 

第 10条 選挙管理委員会は、開票の結果を全員に公告しなければならない。 

第 11 条 役員の補欠選挙は、役員の任期満了２ケ月以内においては行わな

い。 

第 12条 その他必要な事項は、選挙管理委員会において協議し決める。 

第 13条 この細則は平成 19年４月１日から実施する。 
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附則２ 慶 弔 規 定 

第１条 この会の会員や、本校職員に慶弔があったときには、この規定によっ

て、それぞれ祝いや悔やみの気持ちを表わす。 

第２条 会員が死亡した場合には、香料をおくって生徒会代表とその学級全

員が葬儀に参列する。 

第３条 会員の父母が死亡した場合は、香料をおくって悔やみの気持ちを表

わす。 

第４条 会員が病気のため入院を含め１ケ月以上病床にあるときは、学級代

表が訪問して見舞う。 

第５条 本校職員が退職、または転任された場合は、感謝の品を贈り，会長が

代表して別れのことばを述べる。 

第６条 本校職員が死亡した場合は、生徒会の全役員と、学級の全生徒が葬儀

に参列し香料をおくる。ただし担任以外の職員の場合はそのつど決める。 

第７条 本校職員が入院を含め１ケ月以上病床にあるときは、会長あるいは

学級代表が訪問して見舞う。 

第８条 会員の住宅が火災等の災害にあったときは、会員から見舞金を徴収

し、生徒会役員と学級代表が見舞う。 

第９条 香料、見舞金等は原則として下記の通りとする。 

 １．会員死亡の場合 10,000円・花輪一輪・弔辞 

 ２．会員病気の場合  3,000円 

 ３．会員の父母が死亡した場合  5,000円     

 ４．本校職員が殉職又は死亡された場合  10,000円・花輪一輪・弔辞 

 ５．本校職員が病気の場合  3,000円 

 ６．本校職員転退職の場合  3,000円相当の品 

第 10条 この規定は平成 15年４月１日から実施する。 
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附則３ 生徒会議事法 

 

第１章 会      議 

第１条 この議事法は生徒会規約第 31条により、本会の会議の進行について

定める。 

第２条 本会の会議とは、生徒総会、代議員会、執行委員会、各委員会の会議

を指す。 

第３条 学級会やその他生徒会の会議の進行も、これを基準として行う。 

第４条 議長は出席を確認し、会議の成立を報告する。 

第５条 会議は議長の開会宣言によって始まり、閉会宣言をもって終わる。 

第６条 会議の経過は必ず記録に残す。 

 

第２章 動      議 

第７条 議事はあらかじめ設定し、議員に提示する。 

第８条 予定以外の議案は、ふたり以上の賛成者をもって議題とすることが

できる。 

第９条 議案提出者または総務・書記は、その提案理由を説明する。 

第 10条 一度否決された事項に関する議案は、現職議員の改選以前において

は原則として発議することができない。 

 

第３章 討   議 

第 11条 議員は、議題に関して何事によらず発言することができる。 

第 12条 発言時間は制限しない。ただし、議長が必要と認めるときは発言を

終わらせることができる。 

第 13条 議長は提案理由に対して質問を受け、議題の内容を十分徹底させた

のち討議に移る。 

第 14条 議長は討議するにあたり、最初に反対者に発言させ、次に賛成者と、

なるべく交互に指名し発言させるものとする。 
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第 15条 発言しようとするものは、挙手して議長を呼び、議長の許可を得て

発言する。 

第 16条 ふたり以上挙手して発言を求めたときは、先の挙手者と認める者に

最初発言させ、ふたり以上が同時に挙手したときは、議長の指名による。 

第 17条 討議は議題以外にわたることはできない。 

第 18条 討議中みだりに私語してはいけない。 

第 19条 議長は討議が混乱してきた場合、討議内容を整理し、議員に討議の

経過と要点を報告し、すみやかな会議の進行を図る。 

第 20条 議長自ら討議に加わろうとするときは、前もってこれを知らせ、副

議長、またはこれに代わる者を議長席につかせなければならない。 

第 21条 議長が討議に加わったときは、その表決が済むまで議長席に復帰し

てはならない。 

第 22条 議員は討議が混乱してきた場合、ふたり以上の賛成者をもって必要

な補助動議を提出することができる。 

第 23条 議長は討議の締結を宣言する。宣言後はその議題について、何人も

発言することができない。 

第 24条 議員は討議がまだ尽きなくても、ふたり以上の賛成者をもって討議

終結の動議を提出することができる。この動議は出席議員の３分の２の賛

成を必要とする。 

第 25条 討議が終わったときは、直ちに表決に移り、議長はこれを裁決する。 

 

第４章 修   正 

第 26条 議員は議題に不十分な箇所があると認める場合、ふたり以上の賛成

者をもって、修正動議を提出することができる。 

第 27条 同一の議題について、いくつかの修正案が提出された場合は、議長

は討議の順序を決める。 

第 28条 修正案がすべて否決された場合は、原案について裁決をとる。 

第 29条 原案、修正案ともに過半数の賛成を得ないときは、会議において必
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要と認めた場合、提案者、または他議員が次期の会議に新案を立てて会議に

付することができる。 

 

第５章 表      決 

第 30条 議長は表決に付する議題について、いくつかの案や修正案があった

ときは表決の順序を知らせ、確認する。 

第 31条 表決は、挙手で行うことを原則とするが、必要と認める場合は記名

または無記名投票によって裁決してもよい。 

第 32条 表決の結果、賛否同数の場合は議長の一票をもって、これを決する。 

第 33条 表決でいくつかの案より、２、３を選択するような場合は、その裁

決の方法をあらかじめ確認しなければならない。 

第 34条 一度裁決された事項について、同一会議においてそれをくつがえす

ことはできない。 

第 35条 閉会動議によって会議が終了した場合、未決の議題は、すべての次

期の会議で継続討議されるものとする。 

 

第６章 傍   聴 

第 36条 本会の会員はだれでも議長の許可を得て会議を傍聴することができ

る。 

第 37条 傍聴者の発言はいかなる場合も認めない。 

第 38条 傍聴者は、会議中みだりに議場に出入りしてはいけない。常に静粛

にして議長の命に従う。 

第 39条 傍聴者に会議の進行を妨げる言葉や動作があった場合、議長は退場

を命ずることができる。 

 

第７章 そ の 他 

第 40条 この議事法は昭和 51年４月１日から実施する。 
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